
平成２９年度第１回パートナーシップのまちづくり推進会議次第 
 

    平成２９年７月１９日（水）  
         午後７時から       

ひと・まちプラザ ３階 集会室 
 

１ 開会 

 

２ 市民憲章唱和 

 

３ 委嘱書の交付 

 

４ 会長あいさつ 

 

５ 自己紹介 

 

６ 会議事項 

   

（１）審議会等の会議の公開について               【別紙１】 

 

（２）副会長の選出 

 

（３）パートナーシップのまちづくりの更なる充実に向けて     【別紙２】 

 

  ①茅野市における公民協働の歴史と地域を取り巻く現状（時代背景）について 

【別紙２、資料１から資料７】 

  ②今後の推進会議の進め方について              【別紙３】 

 

（４）その他 
 
 
７ 閉会 
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審議会等の会議の公開について 

 

１ 審議会等の公開の理由 

審議会等の会議を公開することにより、その審議状況を市民に明らかにし、審議

会等の透明性の向上を図るとともに、市民の市政への理解と信頼を深め、もって公

正で開かれた市政を実現するため、「茅野市審議会等の会議の公開に関する要綱」

を定め、平成２２年度から、審議会等の会議の一般への公開及び会議録の公開を実

施しています。 

 

２ 審議会等の公開に関する基準等 

  審議会等の公開に関する基準等については、以下のとおりとします。 

(1) 公開の対象とする会議 

    地方自治法第１３８条の４第３項の規定により設置された付属機関（法律又

は条例の定めるところにより設置された審査会、審議会等） 

    例：茅野市情報公開・個人情報保護審査会、茅野市特別職報酬等審議会、茅

野市都市計画審議会、茅野市環境審議会…等 

(2) 会議公開の原則 

   審議会等の会議は、原則として公開とします。ただし、法令等により公開する

ことができない場合、茅野市情報公開条例に規定する非公開情報に該当する事項

の審議等を行う場合、会議の公開が公正かつ円滑な議事運営に支障を生じる場合

については、非公開とすることができます。 

   また、審議会等の会議を公開とするか、非公開とするかは、当該審議会等にお

いて検討し、決定します。 

(3) 会議開催の事前公表 

   会議を開催するにあたり、その開催日時、開催場所、議題等を事前に公表する

ものとします。公表の方法は、茅野市役所掲示板への掲示及びホームページへの

掲載とします。 

(4) 会議の公開の方法 

   会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることによ

り行うものとします。傍聴に定員を設ける場合は、原則として先着順に傍聴を認

めるものとします。 

(5) 会議録の作成、公表 

   会議終了後、速やかに会議録を作成し、一般に公表することとします。公表の

方法としては、ホームページへの掲載、担当課における閲覧とします。会議録の

公開の前に、会議録を審議会等の委員に送付し、内容の確認を行います。 

(6) 運用状況の報告及び公表 

   １年に１回、会議公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとします。 

 

別紙１
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パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
の
進
め
方
（
案
）
 

 ○
目
的
 

茅
野
市
の
こ
れ
ま
で
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
を
踏
ま
え
、
今
後
１
０
年
・
２
０
年
先
を
見
据
え
た
と
き
、
時
代
の
変
化
の
中
で
更
な
る
 

充
実
に
向
け
て
ど
ん
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
組
が
必
要
に
な
る
か
、
市
民
と
職
員
が
一
緒
に
考
え
、
協
働
し
て
方
向
性
を
導
き
出
す
。
 

 ○
検
討
結
果
の
反
映
 

こ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
会
議
で
検
討
い
た
だ
い
た
結
果
は
、
第
５
次
総
合
計
画
の
基
本
構
想
や
基
本
計
画
の
中
に
反
映
さ
せ
て
い
く
。
 

 
○
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
 

 

会
 

議
 

名
 

期
 

日
 

時
 

間
 

参
集
者

 
内
 
 
 
容

 
ね
ら
い

 

第
１
回
推
進
会
議

 
７
月

１
９
日

（水
） 

午
後

７
時

～
 

午
後

９
時

 

委
員
の
み

 
①
茅
野
市
に
お
け
る
公
民
協
働
の
歴
史
と
地
域
を
取
り

 
巻
く
現
状
（
時
代
背
景
）
に
つ
い
て

 
②
今
後
の
推
進
会
議
の
進
め
方
に
つ
い
て

 

茅
野
市
が
取
り
組
ん
で
き
た
公
民
協
働
の
歴
史
や
時
代
背

景
を
共
通
認
識
し
、
今
後
の
会
議
の
進
め
方
に
つ
い
い
て

み
ん
な
で
考
え
る

 
第
２
回
推
進
会
議

 
（グ

ル
ー

プ
別

検
討

） 

８
月

２
２
日

（火
） 

 午
後

７
時

～
 

午
後

９
時

 

・委
員

 
・

分
野

別
団

体
か

ら
２
名

以
上

 

・
分
野
別
 
 

 
「
ﾊﾟ
ｰﾄ
ﾅｰ
ｼｯ
ﾌﾟ
の
ま
ち
づ
く
り
の
ふ
り
か
え
り
」
 

今
ま

で
取

り
組

ん
で

き
た

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

の
ま

ち
づ

く
り

の
ふ

り
か

え
り

を
し

、
共

通
の

認
識

を
図

る
 

・委
員

 
・
各

地
区

か
ら

２
名

以
上

 

・
地
区
運
協
 

 
「
運
協
と
は
何
か
？
」

 
運

協
発

足
か

ら
10

年
が

経
つ

が
、

地
区

に
よ

っ
て

運
協

に
対

す
る

認
識

や
と

り
く

み
に

大
き

な
違

い
が

あ
る

。
あ

ら
た

め
て

運
協

と
は

何
か

を
考

え
、

必
要

性
を

確
認

す
る

 

第
３
回
推
進
会
議

 
（グ

ル
ー

プ
別

検
討

） 
９
月

１
２
日

（火
） 

 
午

後
７
時

～
 

午
後

９
時

 

・委
員

 
・

分
野

別
団

体
か

ら
２
名

以
上

 

・
分
野
別
 

 
「
更
な
る

充
実

に
向

け
て

何
が

必
要

か
」
 

 

今
ま

で
の

活
動

等
の

ふ
り

か
え

り
を

踏
ま

え
、

更
な

る
充

実
に

向
け

て
必

要
な

こ
と

を
抽

出
し

、
共

通
の

認
識

を
図

っ
て

も
ら

う
 

・委
員

 
・
各

地
区

か
ら

２
名

以
上

 

・
地
区
運
協
 

 
「
運
協
で
何
が
で
き
る
か
」

 
運

協
の

必
要

性
を

共
通

認
識

し
た

後
、

実
際

運
協

で
何

が
で

き
る

の
か

を
、

地
区

事
例

や
地

区
の

抱
え

る
課

題
を

題
材

に
考

え
る

 

第
４
回
推
進
会
議

 
１
０
月

前
半

 
午

後
７
時

～
 

午
後

９
時

 

委
員
の
み

 
グ

ル
ー

プ
プ

レ
ゼ

ン
、

意
見

交
換

 
（更

な
る

充
実

に
向

け
て

何
が

必
要

か
） 

・
前

回
話

し
合

っ
た

各
グ

ル
ー

プ
の

内
容

を
報

告
し

合
い

、
そ

れ
に

対
す

る
意

見
交

換
を

行
う

 

プ
レ

ゼ
ン

に
対

す
る

意
見

交
換

に
よ

り
、

更
な

る
充

実
に

向
け

て
何

が
必

要
か

の
議

論
を

よ
り

深
め

る
 

第
５
回
推
進
会
議

 
１
１
月

前
半

 
午

後
７
時

～
 

午
後

９
時

 

 
最
終
的
な
ま
と
め

 
 

別
紙

３
 


